第１号様式（第７条関係）
　年　　月　　日

久留米市長　宛て
（申請者） 住　　所：
 ふ り が な
氏　　名：　　　　　　　　　　　
（生年月日：　　 年　　月　　日）
電話番号：
久留米市空き家活用居住誘導事業補助金交付申請書
久留米市空き家活用居住誘導事業補助金の交付を受けたいので、久留米市空き家活用居住誘導事業補助金交付要綱第７条第１項の規定により、下記のとおり申請します。
記
	所　　有　　者
	

	居 住 予 定 者
※所有者と異なる場合のみ
	

	工事の種類
	□リフォーム

	工事の目的
	□居住　　　　　□賃貸
※賃貸の場合は、久留米市空き家情報バンクの登録申請、又は掲載申請が必要となります。

	居住開始予定日
※賃貸を目的とする場合は除く
	　　　　年　　　月　　　日

	空き家の所在地
	久留米市

	空き家の建築年月日
	年　　　月　　　日

	空き家が所在する区域
	□居住誘導区域内　　　□居住誘導区域外

	補助対象空き家
	□１．久留米市空き家情報バンクホームページ掲載物件 No.　　　
□２．１以外
上記のいずれかにチェック

	空き家期間
※補助対象空き家２
の場合
	年　数
	　　　　年　　　月


	
	確認方法
	□水道の中止日　□ガスの中止日　□電気の中止日　
□不動産広告　　□その他（　　　　　　　　　　）

	対 象 工 事
	No.　　　　　　　　※裏面の対象工事一覧表を参照

	他の補助制度を
利用する工事
	No.　　　　　　　　※裏面の対象工事一覧表を参照

	工 事 期 間（予定）
	　　年　　月　　日 から   　　年　　月　　日 まで

	補助金の交付申請額
	□　500,000円　　□　300,000円
□　　　　　　　　 円

※対象工事費の50％

	その他特記事項
	事業啓発のため、現地写真等の撮影・使用 　□可　□不可


※久留米市暴力団排除条例第６条の規定に基づき、暴力団(員)又は暴力団(員)と密接な関係があるか否か警察へ照会させていただきます。暴力団員等の関与があることが確認できた場合には、当該補助金の交付を受けられない、もしくは交付後において当該補助金を返還していただくことがあります。
なお、警察への照会に使用する個人情報は、当該補助事業の目的以外に使用することはありません。
	工事種別
	No
	対象工事の内容

	省エネ改修
	1-1
	開口部の断熱改修（内窓の新設）

	
	1-2
	開口部の断熱改修（外窓の交換）

	
	1-3
	開口部の断熱改修（ガラスの交換）

	
	1-4
	開口部の断熱改修（ドアの交換）

	
	2
	天井裏、床、壁の断熱改修

	
	3-1
	省エネルギー等設備機器の設置（高断熱浴槽）

	
	3-2
	省エネルギー等設備機器の設置（節水型トイレ）

	バリアフリー

改修
	4
	手すりの設置

	
	5
	段差の解消

	
	6
	廊下幅等の拡張

	
	7
	床材の変更

	
	8
	開き戸から引戸・折戸、及びドアノブからレバーハンドル等への変更

	
	9
	和式から洋式への便器の変更

	
	10
	従来よりまたぎの低い浴槽への変更

	耐久性向上改修
	11
	屋根、外壁等の耐久性や防水性を従来より向上させるもの

	居住性向上改修
	12
	広さ又は間取りの変更に伴う間仕切り壁の撤去等

	
	13
	住宅内における子どもの事故を防止するための工事

	
	14
	対面式キッチンへの変更工事

	
	15
	開口部の防犯性を高める工事

	
	16
	照明設備の設置及び取り換え工事

	
	17
	電気配線設備の設置及び取り換え工事

	
	18
	壁紙、床材、天井の張替え工事

	衛生向上改修
	19-1
	キッチンの取り換え工事

	
	19-2
	洗面所の取り換え工事

	
	19-3
	トイレの取り換え工事

	
	19-4
	浴槽の取り換え工事

	排水機能向上改修
	20
	雨樋の取付及び取り換え工事


対象工事一覧表
